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内

閣

府
、
総

務

省
、
財

務

省
、

○
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
令
第
三
号

経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環

境

省

産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
二
項
（
同
法
第
六
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
及
び
同
法
第
七
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
五
項
、
第
七
十
条
第

二
項
、
第
七
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
並
び
に
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す

る
た
め
、
産
業
競
争
力
強
化
法
に
基
づ
く
認
定
技
術
等
情
報
漏
え
い
防
止
措
置
認
証
機
関
に
関
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
三
十
年
九
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

麻
生

太
郎

総
務
大
臣

野
田

聖
子

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

文
部
科
学
大
臣

林

芳
正
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厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

農
林
水
産
大
臣

齋
藤

健

経
済
産
業
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

小
此
木

八
郎

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

環
境
大
臣

中
川

雅
治

産
業
競
争
力
強
化
法
に
基
づ
く
認
定
技
術
等
情
報
漏
え
い
防
止
措
置
認
証
機
関
に
関
す
る
命
令

（
用
語
の
定
義
）

第
一
条

こ
の
命
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用

語
の
例
に
よ
る
。

（
認
定
の
申
請
）

第
二
条

法
第
六
十
八
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
六
十
八
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。
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一

次
に
掲
げ
る
申
請
者
（
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
い
う
。
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類

イ

法
人

定
款
の
写
し
、
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
及
び
役
員
の
略
歴
を
記
載
し
た
書
類
（
第
六
条

に
お
い
て
「
定
款
の
写
し
等
」
と
い
う
。
）

ロ

個
人

住
民
票
の
写
し

二

技
術
等
情
報
漏
え
い
防
止
措
置
認
証
業
務
の
実
施
の
方
法
が
促
進
指
針
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
法
第
六
十
七
条
第
二
項

第
三
号
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

三

法
第
六
十
七
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
基
準
に
従
っ
て
、
技
術
等
情
報
漏
え
い
防
止
措
置
認
証
業
務
を
適
正
に
実

施
す
る
た
め
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

四

最
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
報
告
書
、
貸
借
対
照
表
、
収
支
計
算
書
そ
の
他
の
認
定
の
申
請
に
係
る
技
術
等
情
報

漏
え
い
防
止
措
置
認
証
業
務
を
安
定
し
て
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五

申
請
者
が
法
第
六
十
八
条
第
四
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

六

技
術
等
情
報
漏
え
い
防
止
措
置
認
証
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
業
務
の
種
類
及
び
概
要
を
記
載
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し
た
書
類

七

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
認
定
証
の
交
付
）

第
三
条

主
務
大
臣
は
、
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に
対
し
、
様
式
第
二
に
よ
る
認
定
証
を
交

付
す
る
も
の
と
す
る
。
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
更
新
を
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
認
定
に
係
る
公
表
事
項
）

第
四
条

法
第
六
十
八
条
第
五
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
認
定
の
番
号
と
す
る
。

（
認
定
の
更
新
の
申
請
）

第
五
条

法
第
六
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
八
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
様
式
第
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
六
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
八
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
第
二
条
第
二
項
各

号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

（
承
継
の
届
出
）

第
六
条

法
第
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
技
術
等
情
報
漏
え
い
防
止
措
置
認
証
機
関
の
地
位
の
承
継
の
届
出
を
し
よ
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う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
四
に
よ
る
届
出
書
に
、
次
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類
を
添
え
て

、
こ
れ
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
技
術
等
情
報
漏
え
い
防
止
措
置
認
証
機
関
の
認
定
に
係
る
事
業
の
全
部
を
譲

り
受
け
て
認
定
技
術
等
情
報
漏
え
い
防
止
措
置
認
証
機
関
の
地
位
を
承
継
し
た
者

様
式
第
五
に
よ
る
事
業
譲
渡
証
明
書

、
事
業
の
全
部
の
譲
渡
し
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
定
款
の
写
し
等
、
個
人
の
場
合

に
あ
っ
て
は
住
民
票
の
写
し

二

法
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
技
術
等
情
報
漏
え
い
防
止
措
置
認
証
機
関
の
地
位
を
承
継
し
た
相
続
人
で
あ

っ
て
、
二
以
上
の
相
続
人
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
技
術
等
情
報
漏
え
い
防
止
措
置
認
証
業
務
を
行
う
事
業
の
全
部
を
承
継

す
べ
き
相
続
人
と
し
て
選
定
さ
れ
た
者

様
式
第
六
に
よ
る
事
業
相
続
同
意
証
明
書
及
び
戸
籍
謄
本

三

法
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
技
術
等
情
報
漏
え
い
防
止
措
置
認
証
機
関
の
地
位
を
承
継
し
た
相
続
人
で
あ

っ
て
、
前
号
の
相
続
人
以
外
の
者

様
式
第
七
に
よ
る
事
業
相
続
証
明
書
及
び
戸
籍
謄
本

四

法
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
に
よ
っ
て
認
定
技
術
等
情
報
漏
え
い
防
止
措
置
認
証
機
関
の
地
位
を
承
継
し

た
法
人

定
款
の
写
し
等
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五

法
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
分
割
に
よ
っ
て
認
定
技
術
等
情
報
漏
え
い
防
止
措
置
認
証
機
関
の
地
位
を
承
継
し

た
法
人

様
式
第
八
に
よ
る
事
業
承
継
証
明
書
及
び
定
款
の
写
し
等

（
軽
微
な
変
更
）

第
七
条

法
第
七
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
誤
記
の
訂
正
そ
の
他
の
技
術
等
情
報
漏

え
い
防
止
措
置
認
証
業
務
の
実
施
に
実
質
的
な
影
響
を
与
え
な
い
変
更
と
す
る
。

（
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
八
条

法
第
七
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
六
十
八
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
様
式
第
九
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

２

法
第
七
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
六
十
八
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
第
二

条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

第
九
条

認
定
技
術
等
情
報
漏
え
い
防
止
措
置
認
証
機
関
は
、
法
第
七
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
す
る
と
き
は
、

様
式
第
十
に
よ
る
変
更
届
出
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
廃
止
の
届
出
）

第
十
条

認
定
技
術
等
情
報
漏
え
い
防
止
措
置
認
証
機
関
は
、
技
術
等
情
報
漏
え
い
防
止
措
置
認
証
業
務
を
廃
止
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
廃
止
し
よ
う
と
す
る
日
の
三
月
前
ま
で
に
、
様
式
第
十
一
に
よ
る
廃
止
届
出
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
公
表
の
方
法
）

第
十
一
条

法
第
六
十
七
条
第
三
項
、
法
第
六
十
八
条
第
五
項
、
法
第
六
十
九
条
第
三
項
、
法
第
七
十
条
第
三
項
、
法
第
七
十

一
条
第
四
項
、
法
第
七
十
四
条
第
二
項
及
び
法
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ

の
他
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
実
施
状
況
の
報
告
）

第
十
二
条

法
第
百
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
定
技
術
等
情
報
漏
え
い
防
止
措
置
認
証
機
関
は
、
毎
年
六
月
三
十

日
ま
で
に
、
そ
の
年
の
三
月
三
十
一
日
以
前
の
一
年
間
に
お
け
る
技
術
等
情
報
漏
え
い
防
止
措
置
認
証
業
務
の
実
施
状
況
に

関
し
、
様
式
第
十
二
に
よ
り
、
主
務
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
立
入
検
査
を
す
る
者
の
身
分
証
明
書
）
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第
十
三
条

法
第
百
四
十
五
条
第
四
項
の
証
明
書
は
、
様
式
第
十
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
申
請
書
等
の
提
出
の
方
法
）

第
十
四
条

法
第
三
章
第
五
節
若
し
く
は
第
百
四
十
五
条
第
二
項
又
は
こ
の
命
令
の
規
定
に
よ
り
二
以
上
の
主
務
大
臣
に
こ
れ

ら
の
規
定
に
係
る
書
類
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
を

経
由
し
て
、
他
の
主
務
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
書
等
は
、
経
済
産
業
大
臣
が

受
理
し
た
日
に
お
い
て
当
該
他
の
主
務
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
二
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号

に
定
め
る
日
（
平
成
三
十
年
九
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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